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お
知
ら
せ

　

認
知
症
や
知
的
障
が
い
・
精
神
障
が
い

な
ど
に
よ
っ
て
も
の
ご
と
を
判
断
す
る
能

力
が
十
分
で
な
い
方
の
権
利
を
守
る
「
成

年
後
見
制
度
」
に
お
い
て
、
身
近
な
立
場

で
財
産
管
理
や
契
約
手
続
き
な
ど
を
支
援

す
る
「
市
民
後
見
人
」
を
養
成
す
る
た
め
、

「
市
民
後
見
人
講
座
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

あ
な
た
も
専
門
職
（
弁
護
士
・
司
法
書
士
・

社
会
福
祉
士
等
）
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、

市
民
後
見
人
と
し
て
地
域
の
た
め
に
活
動

さ
れ
ま
せ
ん
か
。

◆
対
象
者

◦
満
20
歳
以
上
（
平
成
31
年
４
月
１
日
現

在
）
の
鳥
取
県
西
部
地
域
に
お
住
ま
い

の
方
で
、
全
て
の
講
座
を
受
講
す
る
こ

と
が
で
き
る
見
込
み
の
あ
る
方
。

◦
成
年
後
見
制
度
及
び
高
齢
者
や
障
が
い

者
に
対
す
る
福
祉
活
動
に
理
解
と
熱
意

が
あ
り
、
市
民
後
見
人
と
し
て
活
動
す

る
意
思
の
あ
る
方
。

◆
定
員　

25
名
（
予
定
）

◆
受
講
料　

無
料

◆
日
程　

前
期
研
修
：
平
成
31
年
5
月
25

日（
土
）～
10
月
19
日（
土
）

　

原
則
土
曜
日
、
月
1
回
程
度

◆
場
所　

米
子
市
福
祉
保
健
総
合
セ
ン

タ
ー　

ふ
れ
あ
い
の
里

大山恵みの
里だより
vol.129

問い合わせ先
大山恵みの里公社
☎0859ー 54ー 6600

▼
農
産
加
工
場
直
売
市
に
ぎ
わ
う

　

大
山
町
農
産
物
処
理
加
工
施
設
『
手

づ
く
り
工
房 

大
山
恵
み
の
里
』
で
は
、

バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
『
大
山
の
食
の
恵

み
』
を
地
元
の
皆
さ
ん
に
よ
り
知
っ
て
・

食
べ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
、
お
得

な
「
直
売
市
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

２
月
２
日
に
開
催
し
た
第
１
回
直
売

市
に
は
、
お
得
な
冷
凍
食
品
の
業
務
パ
ッ

ク
や
、
調
理
の
手
間
い
ら
ず
の
揚
げ
物
・

お
惣
菜
な
ど
を
ご
用
意
し
、
多
く
の
お

客
様
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

今
後
も
継
続
的
に
開
催
し
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

パ
ー
ト
職
員
募
集
中
で
す

▼
道
の
駅
ス
タ
ッ
フ

⑴
売
店
で
の
接
客
・
レ
ジ
業
務
等

⑵
食
堂
で
の
接
客
・
調
理
補
助
等

 

若
干
名
。
シ
フ
ト
に
よ
り
１
日
４
～

６
時
間
、
月
間
75
～
１
１
０
時
間
程

度
の
勤
務
。（
社
会
保
険
な
し
）

▼
本
部　

通
販
部
門
ス
タ
ッ
フ

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
に
関
わ
る
業

務
（
ネ
ッ
ト
画
面
の
作
成
・
メ
ン
テ
、

受
発
注
業
務
、
事
務
処
理
、
梱
包
発

送
な
ど
）

 

１
名
。
平
日
の
み
・
８
時
間
勤
務
。

▼
本
部　

配
送
ス
タ
ッ
フ

 

若
干
名
。

①
地
場
配
送
ス
タ
ッ
フ
（
基
本
は
午
前

中
勤
務
。
月
間
１
１
０
時
間
程
度
。

社
会
保
険
な
し
）

②
配
送
ス
タ
ッ
フ
（
１
日
8
時
間
勤
務
。

社
会
保
険
あ
り
）

▼
農
産
加
工
場　

製
造
ス
タ
ッ
フ

 

若
干
名
。
シ
フ
ト
に
よ
り
１
日
４
～

６
時
間
、
月
間
１
１
０
時
間
程
度
の

勤
務
。（
社
会
保
険
な
し
）

※
詳
細
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

 

大
山
恵
み
の
里
公
社
・
金
田

☎
０
８
０
‐
２
９
０
０
‐
６
７
４
４
（
直
通
）

平
成
31
年
度

市
民
後
見
人
講
座

※
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
の
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
み
期
間

４
月
１
日
～
５
月
21
日

◆
問
い
合
わ
せ
先　

西
部
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
う
え
る

か
む
（
米
子
市
福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
の
里
内
）

☎
０
８
５
９
‐
21
‐
５
０
９
２

℻
０
８
５
９
‐
21
‐
５
０
９
４

E-m
ail　

shim
in@

iaa.itkeeper.ne.jp

４月は「未成年者飲酒防止強調月間」です
　国税庁では、毎年 4 月を「未成年者飲酒防止強調月間」と定め
ています。
　成長過程にある未成年者の飲酒は、本人にとって身体的、精神
的に大きなリスクがあるだけでなく、社会的にも大きな影響を与
えます。これを未然に防止するためには、未成年者が「なぜ自分
たちがお酒を飲んではいけないのか」を理解できるよう、学校で
の教育のほか、家庭や地域社会においてもしっかりと説明するな
ど、大人の責務として社会全体で取り組む必要がありますのでご
理解・ご協力をお願いします。


